
　

― 
改
正
さ
れ
た
法
律
の
量
が
膨
大
で
、
地
方
分

権
と
い
っ
て
も
何
が
ど
う
変
わ
る
の
か
、
よ
く
分
か

ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進
む
の
か
。

　

石
山　

改
革
の
柱
は
大
き
く
分
け
て
六
つ
あ
る
。

第
一
は
、
国
の
仕
事
を
国
の
監
督
の
も
と
に
地
方
で

行
っ
て
い
た
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
。
国
の
事

務
と
地
方
の
事
務
を
明
確
に
区
分
し
、
地
方
の
事
務

は
自
治
事
務
と
法
定
受
託
事
務
の
二
種
類
に
な
り
、

国
と
地
方
の
関
係
が
上
下
関
係
か
ら
横
の
関
係
に

な
っ
た
。
ま
た
、
国
の
地
方
へ
の
関
与
を
減
ら
し
地

方
の
自
己
決
定
権
が
拡
充
さ
れ
た
。就
学
校
の
指
定
、

飲
食
店
営
業
の
許
可
、
農
業
振
興
地
域
や
都
市
計
画

区
域
の
指
定
が
自
治
事
務
と
な
っ
た
。
地
方
は
主
体

的
な
条
例
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第

二
は
必
置
規
制
の
廃
止
・
緩
和
。
必
置
規
制
と
は
、

国
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
行
政
機
関
や
職
員
や

審
議
会
な
ど
を
必
ず
置
く
よ
う
義
務
づ
け
て
い
た
も

の
。
そ
れ
が
廃
止
・
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
、
地
方
の

実
態
に
適
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
組
織

体
制
づ
く
り
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
は
国
と

地
方
の
関
係
の
新
た
な
ル
ー
ル
に
関
す
る
も
の
で
、

国
と
地
方
と
に
争
い
が
あ
る
場
合
の
解
決
方
法
と
し

て
、
総
理
府
に
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
を
設
置
し

調
停
や
勧
告
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
第
四
は
、
権

限
委
譲
。
国
か
ら
県
、
県
か
ら
市
町
村
、
国
か
ら
政

令
市
等
へ
許
認
可
事
務
な
ど
の
権
限
が
移
る
が
、
地

方
の
自
主
性
・
自
立
性
を
高
め
る
の
が
目
的
。
人
口

二
十
万
人
以
上
の
市
に
権
限
を
ま
と
め
て
委
譲
す
る

特
例
市
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
都
市
計
画
法
に
よ
る

開
発
行
為
の
許
可
な
ど
が
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
第
五

は
、
国
庫
補
助
金
の
整
理
合
理
化
。
国
が
三
分
の
一

未
満
を
補
助
す
る
補
助
率
の
低
い
補
助
金
等
は
原
則

廃
止
、
ま
た
は
一
般
財
源
化
さ
れ
る
。
第
六
と
し
て

地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
が
あ
る
。
地
方
債
許
可
制

度
は
廃
止
さ
れ
事
前
協
議
制
に
な
る
が
、
地
方
交
付

税
の
算
定
方
法
は
簡
素
化
の
方
向
が
示
さ
れ
た
だ
け

に
と
ど
ま
る
な
ど
今
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る

も
の
が
多
い
。
ま
た
、
権
限
が
地
方
に
委
譲
さ
れ
て

も
財
源
も
一
緒
に
委
譲
さ
れ
な
い
と
地
方
分
権
は
完

全
な
姿
に
な
ら
な
い
と
い
う
根
本
的
な
課
題
が
残
さ

れ
て
い
る
。
歳
入
の
段
階
で
は
、
国
の
六
に
対
し
地

方
は
四
だ
が
、
歳
出
の
段
階
で
は
国
の
四
に
対
し
地

方
は
六
と
逆
転
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
（
表
１
参

照
）。
所
得
税
、
住
民
税
、
消
費
税
の
在
り
方
に
も
影

響
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
方
向
が
固
ま
る
ま
で
に
は

時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
。

　

― 
四
百
以
上
も
の
法
律
改
正
に
県
や
市
町
村
の

行
政
マ
ン
が
的
確
に
対
応
で
き
る
の
か
。
県
民
が
何

が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
理
解
す
る
の
は
難
し
く
、
改

革
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
も
困
難
で
は
な
い
か
。
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■
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
制
新
政
意　

石
山
義
信
県
総
務
部
地
方
分
権
・
行
財
政
改
革
推
進
室
長
に
聞
く

　
　

首
長
と
議
会
の
役
割
が
格
段
に
重
く

　
　
　
　
　
 
住
民
参
加
を
推
進
す
る
体
制
づ
く
り
も
重
要

　

今
年
四
月
一
日
「
地
方
分
権
一
括
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
関
連
す
る
法
律
四
百
七

十
五
本
を
改
正
し
た
も
の
で
、
平
成
五
年
に
衆
参
両
院
で
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
決
議
が
行
わ
れ
て
か

ら
七
年
間
に
わ
た
る
改
革
の
足
取
り
が
法
律
の
形
に
な
っ
た
。
財
源
問
題
を
ど
う
す
る
か
な
ど
積
み
残
し
て

い
る
課
題
も
残
っ
て
い
る
が
、
長
年
の
懸
案
で
あ
る
地
方
分
権
が
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト
し
た
。
地
方
が
ど
の

よ
う
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
県
総
務
部
地
方
分
権
・
行
財
政
改
革
室
の
石
山
義
信
室
長
に
聞
い
た
。

地方分権
一 括 法
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石
山　

法
改
正
は
農
林
、
建
設
な
ど
分
野
ご
と
で

み
れ
ば
改
正
さ
れ
た
法
律
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

い
。
国
と
地
方
自
治
体
の
関
係
は
大
き
く
変
わ
っ
た

が
、
県
民
に
と
っ
て
は
、
従
来
か
ら
県
や
市
町
村
が

扱
っ
て
き
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
、
法
改
正
を

意
識
せ
ず
に
済
む
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
県
や
市
町

村
の
行
政
マ
ン
は
自
分
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
、
県
民
に
苦
情
を
持
ち
込

ま
れ
た
り
分
か
ら
な
い
こ
と
が
出
て
き
た
時
に
「
国

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」「
県
に
行
っ
て
下
さ
い
」
と
は

言
え
な
く
な
る
。
自
己
責
任
と
自
己
決
定
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

― 
三
重
県
が
県
民
本
意
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
に

す
る
「
生
活
者
起
点
」
の
行
財
政
改
革
を
行
っ
た
り
、

東
京
都
や
大
阪
府
に
よ
る
外
形
標
準
課
税
の
導
入
、

三
鷹
市
の
「
み
た
か
市
民
プ
ラ
ン　

会
議
」
の
よ
う

21

に
市
民
に
よ
る
基
本
計
画
策
定
、
滋
賀
県
の
「
し
が

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
」
な
ど
の
政
策
評
価
シ
ス
テ
ム
づ
く

り
な
ど
、
全
国
的
に
県
や
市
町
村
の
大
胆
な
行
財
政

改
革
が
進
ん
で
い
る
。
市
町
村
合
併
や
議
会
の
活
性

化
と
と
も
に
住
民
の
地
域
づ
く
り
参
加
の
推
進
が
必

要
で
は
な
い
か
。

　

石
山　

自
治
体
の
舵
取
り
役
と
し
て
、
首
長
と
議

会
の
役
割
が
重
く
な
る
。
市
町
村
合
併
で
は
住
民
発

議
制
度
の
拡
充
が
行
わ
れ
、
議
会
の
活
性
化
で
は
議

員
の
議
案
提
出
要
件
が
議
員
定
数
の
八
分
の
一
か
ら

十
二
分
の
一
に
緩
和
さ
れ
た
。
本
県
の
現
在
の
市
町

村
数
は
四
十
四
だ
が
、
昭
和
二
十
八
年
か
ら
三
年
間

で
町
村
合
併
促
進
法
に
基
づ
く
合
併
が
行
わ
れ
、
本

県
は
二
百
二
十
二
市
町
村
か
ら
五
十
六
市
町
村
に
な

り
減
少
率
七
五
％
（
全
国
平
均
は
六
○
％
）
と
全
国

一
と
な
り
、
合
併
が
進
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。
今
回
は

県
が
市
町
村
の
方
で
合
併
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と

な
る
合
併
パ
タ
ー
ン
等
を
内
容
と
す
る「
推
進
要
綱
」

を
作
り
、支
援
し
て
い
く
。
住
民
参
加
に
つ
い
て
は
、

住
民
投
票
制
度
な
ど
住
民
参
加
の
方
策
を
検
討
す
る

よ
う
、
分
権
一
括
法
に
対
し
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て

い
る
。
現
在
、
本
県
で
は
「
新
総
合
発
展
計
画
」
の

総
合
点
検
を
行
っ
て
い
る
が
、
並
行
し
て
分
か
り
や

す
い
政
策
評
価
の
導
入
を
目
指
し
て
い
る
。
住
民
参

加
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
県
民
に
対
す

る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
説
明
責
任
）
の
向
上

は
そ
の
前
提
と
な
る
も
の
だ
。

9

（1）国・地方の関係が変わる

　　・ 上下・主従の関係から対等・協力の関係へ

　　・ 公正・透明に

（2）行政が変わる

　　・ 中央主導の画一的な行政から地域の実績に応じ

た多様な行政へ

　　・ 縦割り行政から住民本意の総合行政へ

　　・ 分権の推進はリストラの推進

　　・ 国の機能も純化・強化

（3）地方公共団体が変わる

　　・ 国の指導による受け身行政から住民本意の能動

行政へ

（4）地域や暮らしが変わる

　　・ 住民の自己決定権の実現

　　・ 地方公共団体が権限と責任を持って住民ニーズ

に応じた施策を展開

　　・ 住民の知恵や創意工夫を活かした地域や暮らし

づくり

　　・住民の政治参加が高まり真の地方自治が確立

分分権権型型社社会会のの姿姿
地地方方分分権権推推進進委委員員会会委委員員長長見見解解（（平平成成７７年年1122月月））

（（表表１１））国国・・地地方方のの財財源源配配分分
（（平平成成1100年年度度））

国民の租税（租税総額＝87.1兆円）

国税

（51.2兆円、59％）

　地方税

（35.9兆円、４1%）

国の歳出

（57.9兆円、37％）

 地方の歳出

    （98.5兆円、63%）

国と地方の歳出総額＝156.4兆円

Title:P08-09　Future SIGHT第10号 Page:9 


